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宿泊税の徴収実務のイメージ

令和８年１月20日

総務部　課税課

産業観光部　観光振興課
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宿泊事業者の皆様にしていただくこと（想定）
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(１)　特別徴収義務者の申告

(３)　帳簿等の作成・保存

(４)　宿泊税の申告・納入

(２)　宿泊者からの宿泊税の徴収

※上記のほか、特別徴収事務報償金等の申請が別途必要となる場合があります。
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・宿泊税の特別徴収義務者として、宿泊施設経営状況を
　市へ申告していただきます。

・具体的には、課税開始まで※に経営申告書を提出して
　いただきます。
　※課税開始後に新たに経営を開始する施設は経営の開始まで

(１)　特別徴収義務者の申告

先行市の例
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宿泊料金と
宿泊税を支払い

宿泊税を
市へ納入

宿泊者
（納税義務者）

宿泊施設
（特別徴収義務者）

伊勢市

●　宿泊者から宿泊税を徴収　　【日々実施】

●　徴収した税を市へ申告・納入（１か月分を翌月末までに）　　【毎月１回実施】

　　※一定の要件を満たす施設は、３か月ごとの申告・納入とする特例を設ける想定

　　　　⇒一定期間に収めるべき宿泊税額が一定額以下であること、市税に滞納がないこと など

帳簿等の
作成・保存

●　帳簿等の作成・保存　【日々実施】

徴収から申告・納入までのおおまかな流れ 別紙5
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宿泊料金と
宿泊税を支払い

宿泊税を伊勢市
へ納入

【宿泊税取扱いの流れ】

宿泊者
（納税義務者）

宿泊施設
（特別徴収義務者）

伊勢市

・宿泊者の方から、宿泊税を徴収していただきます。

・徴収方法は、現地での現金徴収、クレジットカードなどキャッシュレスでの徴収、予約サイト
  からの事前徴収など、徴収しやすい方法で徴収いただきます。

・宿泊者からの宿泊税に関する質問等にご対応いただく場合があります。
　説明の際は、市が用意するパンフレットなどを活用いただくこととなります。

(２)　宿泊者からの宿泊税の徴収 別紙5
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①　宿泊税の徴収に係る帳簿を作成し、事務所に備え付けるとともに、一定期間保存していただきます。

【帳簿への記載事項】

免税点なしかつ

宿泊年月日

段階的定額 免税点ありまたは の場合

②　次の書類を作成いただき、一定期間保存していただきます。

【作成する書類】

宿泊に係る売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊税額が記載されているもの

宿泊者数 課税対象となる宿泊者数 宿泊税額

宿泊者数宿泊年月日 課税対象となる宿泊者数 宿泊税額宿泊料金

一律定額 の場合

(３)　帳簿等の作成・保存

いずれも、新規に宿泊税専用のもの用意する必要はなく、既存の帳簿等に宿泊税の項目を追加する

対応や、複数の帳簿に分かれて記載した事項を突合させて確認する方法でも可能とする想定。

定率 または
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申告・納入の方法（想定）

１．紙申告　＋　納入書による納入

２．電子申告（eLTAX）　＋　電子納入（eLTAX）　

３．電子申告（伊勢市の電子申告フォーム）　＋　納入書による納入

▶申告書を郵送等で提出し、金融機関等で納入

▶eLTAXで申告（フォーム入力＋内訳書データを添付）し、電子納入

▶市の電子申告フォームで申告（フォーム入力＋内訳書データを添付）し、
 金融機関等で納入

(４)　宿泊税の申告・納入
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①１日ごとの宿泊人数 ② ①のうち、課税対象となる人数

※添い寝の乳幼児等を除く人数

先行市の例

一律定額 免税点なしかつ

採用した場合の納入申告書のイメージ

を

申 告

(４)　宿泊税の申告・納入

※免税点とは：
　宿泊料金が一定の金額に満たない場合、税を
　課さないとする場合の、その金額のこと。
　≒課税されるかどうかの境界線の金額
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課税対象外の宿泊人数を記載

①免税点未満

②添い寝の乳幼児　　　　　　等

１日ごとの宿泊人数を税率ごとに分けて記載

段階的定額 免税点あり・

採用した場合の納入申告書のイメージ

を申 告

(４)　宿泊税の申告・納入

先行市の例

＋

先行市の例

別紙5



10

定率 を採用した場合の納入申告書の
イメージ

申 告

(４)　宿泊税の申告・納入

先行市の例

宿泊延べ人数を記載

先行市の例

消費税額、宿泊税額、食事代等を

除いた金額を記載

課税標準額×税率

修学旅行生等課税免除となった人数

消費税額、宿泊税額、食事代等を

含んだ総額を記載
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「素泊まり料金」を算出いただく必要があります

段階的定額 免税点あり を採用した場合

ポイント

(４)　宿泊税の申告・納入

定率

●　段階的定額制、定率制、免税点ありを採用した場合、「税額がいくらになるか」、

　　「課税対象となるか」の境界線は「宿泊料金」で判断します。

　　「宿泊料金」とは、食事代、遊興費、立替金、宿泊の用に供しない施設の利用料などを

　　除く金額（いわゆる「素泊まり料金」）のことを言います。
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伊勢市岩渕１丁目７番２９号

ホテル伊勢市役所

伊勢市岩渕１丁目７番２９号

ホテル伊勢市役所
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ホテル伊勢市役所

納 入
●紙申告または市の電子申請フォームからの申告の場合
　⇒金融機関、市役所等で納入書を用いて納入

イメージ

(４)　宿泊税の申告・納入 別紙5


